
 第５１号議案 

 

 

亀岡市太陽光発電設備の設置及び管理に

関する条例の制定について 

 

 亀岡市太陽光発電設備の設置及び管理に関する条例を次のように

制定するものとする。 

 

   平成３１年２月２５日提出 

 

             亀 岡 市 長  桂 川 孝 裕 

 

 

亀岡市太陽光発電設備の設置及び管理に関する条例 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、太陽光発電設備の設置が災害の防止をはじめ

自然環境・景観及び生活環境等（以下「自然環境等」という。）

に及ぼす影響に鑑み、太陽光発電設備の適正な設置、維持管理及

び廃止並びに廃止後の有効な跡地利用を促進し、もって市民の生

命及び財産の保護を図るとともに、良好な自然環境等を保全し、

公共の福祉に寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。 

⑴ 太陽光発電設備 太陽光を電気に変換する設備及びその附属

設備をいう。ただし、道路標識等と一体となっているもので  

あって、国又は地方公共団体が設置するもの及び建築基準法

（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１号に規定する建築物

の屋上等に設置するものを除く。 

⑵ 事業 太陽光発電設備を設置（太陽光発電設備の設置に伴う 
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木竹の伐採及び切土、盛土、埋立て等の造成工事を含む。以下

同じ。）して発電を行う事業をいう。 

⑶ 事業者 事業を実施する者（契約により事業の実施を請け負

う者を含む。）をいう。 

⑷ 特定事業 事業のうち、次のいずれかに該当するものをいう。 

ア  事 業 の 用 に 供 す る 土 地 の 区 域 （ 以 下 「 事 業 区 域 」 と い

う。）の面積が５００平方メートル以上のもの（５００平方

メートル未満の土地における事業であっても、その事業区域

に隣接し、又は近接する土地において、当該事業を実施する

日前に事業が実施され、若しくは施工中の場合においては、

当該事業の事業区域と既に実施され、若しくは施工中の事業

の事業区域との面積を合算して５００平方メートル以上とな

るものを含む。） 

イ 事業区域内における高低差が１３メートル以上のもの 

ウ 事業区域内の傾斜度が２５度以上のもの 

 （事業者の責務） 

第３条 事業者は、事業の実施に当たり、事業区域の周辺区域の住

民の理解を得るとともに、事業区域の災害の防止及び自然環境等

の保全のために必要な措置を講じなければならない。 

２ 事業者は、事業の実施に係る苦情及び紛争が生じたときは、誠

意をもってその解決にあたらなければならない。 

 （土地所有者等の責務） 

第４条 土地の所有者、占有者及び管理者は、災害の発生を助長し、

又は自然環境等を損なうおそれがある事業を行う事業者に対して、

土地を使用させることのないよう努めなければならない。 

 （事業禁止区域） 

第５条 何人も、次の各号に掲げる区域（以下「事業禁止区域」と

いう。）において、事業を実施してはならない。 

⑴ 自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）第２条第３号に規

定する国定公園及び同条第４号に規定する都道府県立自然公園

の区域 

⑵ 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１１条第１項第 

 

51-2 



２号に規定する公園及び緑地として都市計画に定めた区域のう

ち未供用区域の地域（国又は地方公共団体等が所有する区域を

除く。） 

⑶ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関す

る法律（平成１２年法律第５７号）第９条第１項の規定により

指定された土砂災害特別警戒区域及び同法第７条第１項の規定

により指定された土砂災害警戒区域 

⑷ 地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項

の地すべり防止区域 

⑸ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年

法律第５７号）第３条第１項の規定により指定された急傾斜地

崩壊危険区域 

⑹ 亀岡市景観計画に定める湯の花温泉景観形成地区及び自然景

観形成地区 

⑺ 都市計画法第８条第１項第１号に規定する第一種低層住居専

用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、

第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、

準住居地域、近隣商業地域及び商業地域 

⑻  亀岡市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例

（平成２８年亀岡市条例第４２号）第６条、第８条第１項第３

号及び第５号の規定により市長が指定する区域 

 （特定事業の許可） 

第６条 事業禁止区域外において、特定事業を実施しようとする者

は、あらかじめ特定事業に係る規則で定める事業計画（以下「事

業計画」という。）を定め、市長の許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可の申請は、第７条第１項による市長との協議を終え

た日から１年を経過した日までに行われなければならないものと

し、１年を経過した日以後になされた申請は、第７条第１項によ

る協議が行われていないものとする。 

 （事前協議） 

第７条 前条第１項の規定による許可の申請をしようとする者（以

下「申請予定者」という。）は、あらかじめ規則で定めるところ 
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により、事業計画について市長と協議しなければならない。 

２ 前項の規定による協議は、申請予定者が、電気事業者による再

生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成２３年法

律第１０８号。以下「法」という。）第９条第１項の再生可能エ

ネルギー発電事業計画の認定の申請をする前に行わなければなら

ない。 

 （周辺住民等への事前周知） 

第８条 申請予定者は、規則で定めるところにより特定事業の事業

区域の周辺住民等（以下「周辺住民等」という。）に対し説明会

を開催し、事業計画を周知しなければならない。 

２  周辺住民等は、申請予定者から前項の説明会の開催の申出が 

あったときは、誠意をもって対応することとする。 

３  申請予定者は、周辺住民等から事業計画に係る意見の申出が 

あったときは、規則で定めるところにより、その者と誠意をもっ

て協議しなければならない。 

４ 申請予定者は、前項の協議について、規則で定めるところによ

りその結果を市長に報告しなければならない。 

 （地元団体等からの意見聴取） 

第９条 申請予定者は、規則で定めるところにより、周辺住民等で

構成される地元団体等と事業計画について協議し、意見を聴取し

なければならない。 

２ 地元団体等は、申請予定者から前項の協議の申出があったとき

は、誠意をもって対応することとする。 

３ 申請予定者は、第１項の協議についてその結果を市長に報告し

なければならない。 

 （許可の基準等） 

第１０条 市長は、第６条第１項の規定による申請があった場合に

おいて、申請の内容が次の各号のいずれにも適合していると認め

るときでなければ、第６条第１項の許可をしてはならない。 

⑴ 事業者が次のいずれにも該当しないこと。 

ア 特定事業を実施するために必要な資力及び信用があると認

められない者 
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イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第７７号）に規定する暴力団員である者 

ウ 特定事業の実施に関し違法又は不正な行為をするおそれが

あると認めるに足りる相当の理由がある者 

⑵ 事業計画が、規則で定める基準に適合するものであること。 

２ 市長は、第６条第１項の許可に、災害の防止及び自然環境等の

保全のために必要な条件を付すことができる。 

 （変更の許可等） 

第１１条 第６条第１項の許可を受けた者（以下「特定事業者」と

いう。）は、当該許可に係る事業計画を変更しようとするときは、

あらかじめ規則で定めるところにより、市長の許可を受けなけれ

ばならない。 

２ 第７条から前条までの規定は、前項の許可について準用する。

ただし、第７条、第８条及び第９条の規定は、事業計画の変更が

災害の防止又は自然環境等の保全に及ぼす影響を勘案し、市長が

必要と認める場合に準用する。 

 （工事着手の届出） 

第１２条 特定事業者は、太陽光発電設備の設置工事（事業区域を

工区に分けたときは、工区に係る設置工事。第１３条において同

じ。）に着手するときは、あらかじめ規則で定めるところにより、

市長に届け出なければならない。 

 （工事完了の検査） 

第１３条 特定事業者は、前条に規定する設置工事を完了したとき

は、規則で定めるところにより市長の検査を受けなければならな

い。 

２ 市長は、前項の検査の結果、設置工事が許可の内容に適合して

いると認めたときは、規則で定めるところにより、その旨を特定

事業者に通知するものとする。 

 （地位の承継） 

第１４条 特定事業者の相続人その他の特定事業を承継する者は、

被承継人が有していた特定事業に基づく地位を承継する。 

２ 特定事業者から事業区域内の太陽光発電設備の所有権その他の 
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特定事業を実施する権原を取得した者は、市長の承認を受けて、

特定事業者が有していた特定事業の許可に基づく地位を承継する

ことができる。 

 （保全義務） 

第１５条 特定事業者は、災害の防止又は自然環境等の保全におけ

る支障が生じないよう、特定事業により設置された太陽光発電設

備及び事業区域を常時安全かつ良好な状態に維持しなければなら

ない。 

 （命令） 

第１６条 市長は、第５条に違反して事業を実施した事業者及び第

６条第１項若しくは第１１条第１項の規定による許可を受けずに

特定事業を実施した、又は許可に付した条件若しくは第１５条の

規定に違反した事業者に対して、事業の停止を命じ、又は相当の

期限を定めて、事業に伴う災害の防止及び自然環境等の保全のた

めに必要な措置を講ずることを命じることができる。 

 （許可の取消し） 

第１７条 市長は、特定事業者が次の各号のいずれかに該当すると

きは、第６条第１項及び第１１条第１項の許可を取り消すことが

できる。 

⑴ 偽りその他不正な手段により、第６条第１項又は第１１条第

１項の許可を受けたとき。 

⑵ 第６条第１項又は第１１条第１項の許可に付した条件に違反

したとき。 

⑶ 第６条第１項又は第１１条第１項の許可を受けた日から起算

して１年を経過した日までに事業に着手しなかったとき。 

⑷ 太陽光発電設備の設置工事に着手した後に、１年以上引き続

き工事を施工していないとき。 

⑸ 第１０条第１項第１号に適合しないと認められるに至ったと

き。 

⑹ 第１１条第１項の規定による許可を受けずに事業計画を変更

し、事業を実施したとき。 

⑺ 第１６条の規定による命令に違反したとき。 
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 （意見聴取） 

第１８条 市長は、次の各号に定める命令又は処分をしようとする

ときは、当該処分に係る事業者に対し、あらかじめ期日、場所及

び内容について通知した上、意見聴取を行わなければならない。

ただし、事業者が意見聴取に応じないときは、意見聴取を行わな

いで処分をし、又は当該措置をとることができる。 

⑴ 第１６条に規定する停止命令及び措置命令 

⑵ 前条に規定する許可の取消し 

２ 意見聴取の手続に関する必要な事項は、市長が別に定める。 

 （特定事業の廃止等） 

第１９条 特定事業者は、特定事業を廃止しようとするときは、法

第１１条の規定による廃止の届出の前に市長に届け出なければな

らない。 

２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、特定事業を廃

止する特定事業者に対し、事業計画に基づく適正な措置を実施す

るよう求めるものとする。 

 （報告の徴収及び立入調査） 

第２０条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、第５条

に違反して事業を実施したと認められる事業者及び第６条第１項

若しくは第１１条第１項の規定による許可を受けずに特定事業を

実施したと認められる、又は許可に付した条件若しくは第１５条

の規定に違反したと認められる事業者に対して報告若しくは資料

の提出を求め、又はその職員に事業区域に立ち入らせて必要な調

査をさせることができる。 

２ 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明

書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなけれ

ばならない。 

３ 第１項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認め

られたものと解してはならない。 

 （勧告） 

第２１条 市長は、第６条第１項若しくは第１１条第１項の規定に

よる許可を受けずに特定事業を実施したと認められる、又は許可 
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に付した条件若しくは第１５条の規定に違反したと認められる事

業者に対して、相当の期限を定めて、事業に伴う災害の防止及び

自然環境等の保全のために必要な措置を講ずることを勧告するこ

とができる。 

 （公表） 

第２２条 市長は、第１６条の規定による命令若しくは第１７条の

規定による許可の取消し又は第２１条の規定による勧告（以下

「命令等」という。）を行ったときは、当該命令等の内容、当該

命令等を受けた者の氏名その他の規則で定める事項を公表するこ

とができる。 

 （委任） 

第２３条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必

要な事項は、規則で定める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３１年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に事業に着手した者については、第６条

第１項の規定は適用しない。 
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亀岡市太陽光発電設備の設置及び管理に

関する条例案要綱 

 

 

１ 太陽光発電設備の適正な設置、維持管理及び廃止並びに廃止後

の有効な跡地利用を促進し、もって市民の生命及び財産の保護を

図るとともに、良好な自然環境等を保全し、公共の福祉に寄与す

るため、太陽光発電設備の設置及び管理について必要な事項を定

めること。 

⑴ 太陽光発電事業の禁止区域を定めること。 

⑵ 特定事業（事業区域の面積が５００平方メートル以上のもの

等）に係り許可制を設けること。 

⑶ その他所要の規定整備を図ること。 

 

２ この条例は、平成３１年７月１日から施行すること。 
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